
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

推進パートナー登録の対象者は、次の全ての要件に該当する事業者・団体等とします。 

(１) 野々市市におけるゼロカーボンシティの実現につながる取組を実施していること。 

    または、推進パートナー登録の決定から１年以内に実施する予定であること。 

(２) 市内に事業所又は活動拠点を有すること。 

（※）市外からの申請を希望される場合はご相談ください。 

(３) 野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を 

有するものでないこと。 

(４) 特定の政治、思想、宗教等の啓発を登録の目的としていないこと。 

(５) その他推進パートナーとして登録することが適当でないと市長が認める事実がないこと。 

 

 

ゼロカーボンシティ実現に向けた取組の例 

・太陽光発電設備の導入 

・省エネ型機器や省エネ設備の導入 

・ごみの減量や食品ロス削減の推進 

・脱炭素につながるサービス・商品の提供 

・市民を対象とした環境教育の実施 など 

 

 

推進パートナー登録のメリット 

・ゼロカーボンシティののいち推進パートナー登録証を交付します。 

・野々市市のホームページ等で事業者や団体の取組を紹介します。 

・推進パートナーが実施する事業を PR する等、市が支援します。 

・ゼロカーボンシティののいち推進ロゴマークをご使用いただけます。 

 
🖋ゼロカーボンシティののいちの実現に向けた取組は、SDGsの目標達成にもつながります。 

 

 

 

 

～ 広げる 広がる ゼロカーボンシティ推進の輪 ～ 

 

ゼロカーボンシティののいち 
推進パートナー募集 

野々市市は、気候変動の主な原因である二酸化炭素排出量を 2050 年までに実質ゼロにする 

ことをめざし、令和４年３月に「ゼロカーボンシティ」を宣言しました。 

  ゼロカーボンシティの実現に向けてともに取り組む事業者や団体の皆さんをパートナーとして 

登録し、取組の輪を幾重にも広げ、市域全体でゼロカーボンシティの実現をめざします。 

【事務局】 野々市市地域政策部市民生活課 

  野々市市三納一丁目１番地   

  TEL：（076）227-6052  FAX：（076）227-6251   MAIL： shimin@city.nonoichi.lg.jp 
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登録・実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  申請書を提出 

 

 

 

 

 

 

 

② 推進パートナーに登録 

（登録証を交付、市 HP へ掲載） 

 

④ 取組状況を報告（年１回） 

⑤ 取組状況を市 HP へ掲載 

 
（参考）ゼロカーボンシティ推進に向けて 
 

野々市市カーボンニュートラル推進プランを策定しました 

令和６年３月に「野々市市カーボンニュートラル推進プラン（第２次野々市市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編））」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ゼロカーボンシィ推進のためのロゴマークを作成しました 
 
 
 
 
 
 

 

野々市市 

 

事業者・団体等 

③ ゼロカーボンシティの
実現に資する取組を実施 

プランがめざすのは？ 

◆二酸化炭素の排出量の削減 

◆住民の利便性や生活の質の向上、魅力あふれる区域の実現 

  ・楽しく取り組める     ・無理せず続けられる        ・環境だけでなく、健康や節約にも効果がある 

  ・災害に強いまちになる  ・野々市の魅力を再発見できる  ・ずっと住み続けたいまちになる 

キーポイントは？ 

◆二酸化炭素の発生源となるエネルギー消費を抑制する 「省エネ」 

◆二酸化炭素を排出しないエネルギーを創出する 「創エネ」 

◆カーボンニュートラルに向けた選択を積極的に行う 「行動変容」 

金城大学短期大学部にデザインを依頼し、市内での投票の結

果、穴田遥香さん考案のデザインに決定しました。 

ちょっとした外出には「せめて自転車を使って行ってみません

か」という気持ちから、白猫「ののさん」が自転車に乗っているデ

ザインです。「気を張らないで、猫のように、ゆったり気ままにやっ

ていこうよ」そんな想いが込められています。 

今後、ゼロカーボンシィ推進の啓発活動に活用していきます。 

 


